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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１１月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年６月１８日 ０９時５６分ごろ 

発生場所 兵庫県洲本市生
お

石
いしの

鼻南南東方沖 

 生石鼻灯台から真方位１３１°４,４５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１４.５′ 東経１３４°５９.２′） 

事故調査の経過  平成２５年７月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 横
よこ

一
いち

丸、１.７トン 

   ＨＧ３－３６８０７（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.７３ｍ（Lr）×２.１４ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１６９.２kＷ、平成３年３月３１日 

   第２６０－３０８６２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 金比
こ ん ぴ

羅
ら

丸、１.７トン 

   ＨＧ３－３７０６１（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.７３ｍ（Lr）×２.１４ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１６５.５kＷ、平成４年４月２３日 

   第２６０－４６２３５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年７月１日 

    免許証交付日 平成２３年３月１６日 

           （平成２９年２月２２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２８歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１３年５月２８日 

    免許証交付日 平成２３年３月１６日 

           （平成２８年５月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板及び船底に擦過傷、舵及びプロペラに曲損 

Ｂ 右舷中央部外板に破口、エンジンケーシングに亀裂、航海灯及び

天幕の脱落等 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、生石鼻南南東方沖の漁場におい

て、３回目のあじひき縄漁の操業を終え、４回目のひき縄の投入開始

場所（以下「開始場所」という。）に向かうため、右舷船尾部に立っ

て手動操舵に当たり、機関回転数毎分（rpm）１,７００として約１３

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北進した。 

 船長Ａは、機関を１,５００～１,７００rpm で航行すれば、船首が

浮上して前方が見えにくいことがあったものの、発進前、周囲を見回

したところ、航行の支障となる船舶を見掛けなかったので、船首方に

他船はいないものと思った。 

 船長Ａは、アジが釣れる時間帯が限られているので、急いで開始場

所に戻ることを考え、また、Ａ船の右舷後方を航行している僚船に注

意を向け、船首を左右に振るなどの船首方の死角を補う見張りを行わ

ずに航行中、平成２５年６月１８日０９時５６分ごろ、生石鼻南南東

方沖において、衝撃を感じ、Ｂ船と衝突したことに気付いた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、生石鼻南南東方沖の漁場におい

て、開始場所付近から東方に向かって約１.５kn の速力で右舷船尾部

から出したひき縄を引きながら、あじひき縄漁の操業を開始した。 

 船長Ｂは、船尾甲板の椅子に右舷方を向いて腰を掛けて東進中、Ａ

船の接近に気付いて船体中央付近の操縦席に移り、クラッチを後進に

入れて船尾方へ避難したとき、Ａ船が、Ｂ船に衝突し、乗り上げた。 

 船長Ｂは、直ちに事故の発生を所属する漁業協同組合の組合長へ連

絡した。 

 Ａ船は、組合長が手配したクレーン台船によってＢ船から引き降ろ

され、僚船により、兵庫県洲本市由良漁港にえい
．．

航され、Ｂ船は、ク

レーン台船に乗せられ、由良漁港に運ばれた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 

 

 Ａ船及びＢ船が行っていた本事故時のあじひき縄漁は、重りのつい

た長さ約６０ｍの幹糸の先に枝糸を結び、枝糸に釣り糸約２０本を取

り付け、海中に入れ、東方に速力約１.５knで約４分間引いた後、機

関を中立とし、約３分間潮流に流されながら、縄を揚げて漁獲物を取

り込み、次のひき縄漁の準備を行ってから、開始場所に戻ることを繰

り返していた。 

 Ａ船及びＢ船は、７隻の僚船と共に本事故発生場所付近において、

あじひき縄漁の操業を行っていた。 

 船長Ｂは、あじひき縄漁が狭い海域で行われているので、接近して

航行している船舶を認めていたが、開始場所へ戻る漁船が、いつもの

ように操業中の漁船を避けてくれると思い、ひき縄の状況に注意を向

けていた。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、共に救命胴衣を着用していた。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、生石鼻南南東方沖を北進中、船長Ａが、発進前に周囲を見

て航行の支障となる船舶を見掛けなかったので、船首方に他船はいな

いものと思い、船首死角を補う見張りを行っていなかったことから、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、衝突するまでＢ船に気付かなかったことから、Ｂ船はＡ

船の船首死角に入っていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、生石鼻南南東方沖であじひき縄漁を操業して東進中、船長

Ｂが、操業中のＢ船を他の漁船が避けてくれると思い、ひき縄の状況

に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船が右

舷至近に接近して気付き、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、生石鼻南南東方沖において、Ａ船が開始場所に向けて北

進中、Ｂ船があじひき縄漁を操業して東進中、船長Ａが、船首方に他

船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを行わず、また、船長

Ｂが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中に船首死角が生じる場合、船首死角を補う見張りを行うこ

と。 

 ・操業中でも周囲の見張りを行うこと。 

 


